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（1）基準水位
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 河川の水位には、洪水時に避難勧告発令などの判断の目安となる水位が設定されています。

 この水位は、河川が溢れ始めるまでに避難が完了できるよう、避難に要する時間などを考
慮して設定しています。

▼氾濫するおそれのある水位

▼氾濫危険水位

▼避難判断水位

▼氾濫注意水位

避難指示
（緊急）発令

避難勧告発令

避難準備・高
齢者等避難開
始発令

水防団出動

直ちに指定の避難所などへ避難を開始

避難に時間がかかる場合には避難を開始

市町村の対応 住民のとるべき行動

➩ 住民の避難判断の参考
となる水位

➩ 住民に対し、氾濫に関
する情報への注意を喚
起するための水位

➩ 洪水により相当の家屋浸
水等の被害を生ずる氾濫
の起こる恐れがある水位

屋外の移動に危険を伴う場合は建物内より安
全な場所へ避難

その他の場合は、避難の準備を開始

氾濫発生



（2）洪水予報

 水防法に基づき、基準水位に到達するおそれがある場合など、水位の状況に応じて、河
川管理者と気象庁長官が共同で洪水予報を実施しています。
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指定河川洪水予報の発表例

出典：岡山県 おかやま防災ポータル



基準水位
計画

高水位

氾濫危険

水位

避難判断

水位

氾濫注意

水位

水防団

待機水位

観測所名

m m m m m

日 羽 - 11.00 10.30 8.90 7.70

酒 津 12.293 12.00 11.60 8.70 7.40

小田川 矢 掛 4.950 3.90 3.40 2.80 2.50

高梁川

高梁川

水

系

名

河

川

名

（2）洪水予報

 国や都道府県は、洪水時において、あらかじ
め定められた「基準水位観測所」における水
位の情報を提供しています。

 基準水位観測所では、それぞれ災害発生の危
険度に応じた基準水位を設定しており、これ
に基づいて警報等を発令したり、水防管理団
体や流域住民へ対応しています。
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高
梁
川
（
直
轄
区
間
）

高
梁
川
（
県
管
理
区
間
）

小田川
（直轄理区間）

小田川
（県管理区間）

新見市

高梁市

井原市

総社市

倉敷市

浅口市

早島町

矢掛町

笠岡市

里庄町

酒津

昭和橋
正田

長屋

方谷

成羽

高梁（国）

高梁（県）

広瀬

日羽

芳井

井原（県）
井原（国）

矢掛（県）矢掛（国）

出典：岡山河川事務所 災害対策計画書

※「矢掛」の基準水位は、 H30.7豪雨災害対応完了までの暫定水位。



（3）水位周知河川における
避難判断水位及び氾濫危険水位到達情報
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■水位到達情報を通知及び周知する河川の対象水位観測所

 洪水予報河川以外の河川のうち、あらかじめ指定した河川について、水防活動の判断や住民
の避難行動の参考となるように、河川管理者が対象観測所の避難判断水位到達時及び氾濫危
険水位到達時に発表する。

出典：岡山県 県が水位情報の通知及び周知を行う河川（一覧）

基準水位
避難判断

水位

氾濫危険

水位

観測所名 m m

昭和橋 2.50 2.90 新見市

正田 2.80 3.20 新見市

長屋 4.70 5.10 新見市

方谷 4.70 5.10 高梁市

高梁 4.40 4.80 高梁市

広瀬 7.30 8.00 総社市,高梁市

芳井 2.70 3.00 井原市,矢掛町

井原 2.50 2.90 井原市,笠岡市,矢掛町

矢掛 2.80 3.20 矢掛町,倉敷市,笠岡市

水

系

名

河

川

名

通報先水防管理者

高梁川

高梁川

小田川

※各観測所の基準水位は、H30.7豪雨災害対応完了までの暫定水位。



（4）水害リスクライン
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■水害リスクラインイメージ

 国土交通省では、上流から下流まで連続して洪水危険度を把握することが可能な技術によっ
て、水位の実況値や予測値を分かりやすく情報提供する「水害リスクライン」を開発。

 昨年より一部の河川にて試行運用を行い、今後、全ての一級水系に拡大予定。

出典：国土交通省HP

氾濫の切迫度を階層ごとに色分けして表示

洪水予測計算結果を取り込んで、氾濫の切迫
度を自動的に更新

（いままで） （これから）



（5）水防警報
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 水防警報とは、所定の河川の一定の流域において、洪水や高潮による災害の恐れがあると
き、河川管理者が、水防機関に対して行う発表である。

計画高水位

氾濫注意水位

水防団待機水位

氾濫危険水位

避難判断水位

出典：国土交通省HP

出典：岡山河川事務所 災害対策計画書 出典：岡山県 水防計画書

基準水位
水防団

待機水位

氾濫危険

水位

観測所名 （待機） （出動）

m m

芳井 2.70 3.00

井原 2.50 2.90

矢掛 2.80 3.20

高梁川 小田川

水

系

名

河

川

名

基準水位
水防団

待機水位

氾濫注意

水位

観測所名 （待機） （出動）

m m

日 羽 7.70 8.90

酒 津 7.40 8.70

小田川 矢 掛 2.50 2.80

高梁川
高梁川

水

系

名

河

川

名



（6）ホットライン
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 ホットラインとは、洪水予報によって提供している情報に加え、現状及び今後の水位上昇
の見込みや避難勧告発令の是非について、直接、河川管理者から市町に電話等で解説する
ことを目的としている。緊急の場合は避難勧告や指示に関する助言も行う。

＜国・都道府県から市町村等への助言、勧告、指示に関する規定＞

法令 指示・助言者 対象 要件等

助言・
勧告・
指示

災害対策基本
法第61条の2

指定行政機関の長
指定地方行政機関の長
都道府県知事

市町村長 市町村長から助言を求め
られた場合の必要な助言

水防法第48条 国土交通省
都道府県知事

都道府県、
水防管理団体

水防に関して必要な助
言・勧告

災害対策基本法第61条の2では、市町村長が避難のため立ち退き勧告・指示等しようとする場合に、指
定行政機関及び指定地方行政機関の長又は都道府県知事に対して、助言を求めることができ、助言を求
められ場合には必要な助言をするものと規定されている。

水防法第第４８条では、助言・勧告が規定されており、河川管理者及び水防法を所管する国又は都道
府県から、専門的立場における判断、意見を提供する必要がある場合は、この法律に基づき市町村長等
に対して避難勧告等を行うよう助言、勧告、指示を行うことが可能となっている。（出典：中小河川
ホットライン活用ガイドライン（案）より）

助言、
情報提供

事務所長 首長



（7）「防災気象情報」
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 防災気象情報とは、気象災害を防止・軽減するために、気象庁が警報や気象情報などの防
災気象情報を発表し、注意や警戒を呼びかけるものです。

出典：気象庁HP



（7）「防災気象情報」
大雨警報（浸水害）の危険度分布
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 大雨警報（浸水害）の危険度分布は、大雨警報（浸水害）を補足する情報です。

 短時間強雨による浸水害発生の危険度の高まりの予測を示しており、大雨警報（浸水害）
等が発表されたときに、どこで危険度が高まるかを面的に確認することができます。 １時
間先までの表面雨量指数の予測値が大雨警報（浸水害）等の基準値に到達したかどうかで、
危険度を５段階に判定し、色分け表示しています。

気象庁ホームページ
「大雨警報（浸水害）の危険度分布」画面

大雨警報（浸水害）の危険度分布の凡例 出典：気象庁HP



（7）「防災気象情報」
洪水警報の危険度分布
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 洪水警報の危険度分布は、洪水警報を補足する情報です。

 指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知河川及びその他河川）の洪水害発
生の危険度の高まりの予測を示しており、洪水警報等が発表されたときに、どこで危険度が
高まるかを面的に確認することができます。 ３時間先までの流域雨量指数の予測値が洪水
警報等の基準値に到達したかどうかで、危険度を５段階に判定し、色分け表示しています。

出典：気象庁HP気象庁ホームページ「洪水警報の危険度分布」画面

洪水警報の危険度分布の凡例



（7）「防災気象情報」
台風情報（台風説明会）
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 台風説明会とは、気象台が自治体等の防災機関を対象に、台風が接近する数日前～前日に、
今後の見通しや警戒を要する時間帯等について解説するものです。

出典：岡山地方気象台台風説明会資料

出典：気象庁



（7）「防災気象情報」
警報級の可能性
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 警報級の現象が5日先までに予想されているときには、その可能性を「警報級の可能性」
として［高］、［中］の2段階の確度を付して発表しています（平成29年度出水期より）。

警報級の現象は、ひとたび発生すると命に危険が及ぶなど社会的影響が大きいため、可能性が高いことを
表す［高］だけでなく、可能性が高くはないが一定程度認められることを表す［中］も発表しています。

出典：気象庁HP



（8）「避難情報」
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 災害の恐れがある場合に市町村から発令される避難情報と住民の取るべき行動の関係は、
以下の通りです。

出典：避難勧告等 に関する ガイドラン ①（避難行動・情報伝達編） 平成 ３１ 年３月 内閣府（防災担当）

立退き避難が必要な居住者等に求める行動

避難準備・高齢
者等避難開始

高齢者等避難
• 避難に時間のかかる要配慮者とその支援者は立退き避難する。
• その他の人は立退き避難の準備を整えるとともに、以後の防災気象情報、水位情報等に注意を払い、自発的

に避難を開始することが望ましい。
• 特に、突発性が高く予測が困難な土砂災害の危険性がある区域や急激な水位上昇のおそれがある河川沿いで

は、避難準備が整い次第、当該災害に対応した指定緊急避難場所へ立退き避難することが強く望まれる。

避難勧告
避難指示（緊急）

全員避難
〇指定緊急避難場所等への立退き避難を基本とする避難行動をとる。
• 予想される災害に対応した指定緊急避難場所へ速やかに立退き避難する。
• 指定緊急避難場所への立退き避難はかえって命に危険を及ぼしかねないと自ら判断する場合には、「近隣の

安全な場所」への避難や、少しでも命が助かる可能性の高い避難行動として、「屋内安全確保」を行う。

＜市町村から避難指示（緊急）が発令された場合＞
〇災害が発生するおそれが極めて高い状況等となっており、緊急に避難する。
• 指定緊急避難場所への立退き避難に限らず、「近隣の安全な場所」への避難や、少しでも命が助かる可能性

の高い避難行動として、「屋内安全確保」を行う。
• 避難指示（緊急）は、地域の状況に応じて緊急的又は重ねて避難を促す場合などに発令されるものであり、

必ず発令されるものではないことに留意する。

災害発生情報 災害発生
• 既に災害が発生している状況であり、命を守るための最善の行動をとる。
• 市町村が災害発生を確実に把握できるものではないため、災害が発生した場合に、必ず発令されるものでは

ないことに留意する。


